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第1章　宮古市中心市街地拠点施設整備事業の概要

（1）事業の背景

未曾有の災害をもたらした東日本大震災から5年が経過しました。あの大災害の

教訓に学び伝えることの大切さと共に、その難しさを実感しています。大震災以

降、全国各地で大災害（熊本地震、台風10号豪雨など）が発生し、毎日のように
「住民の安全・安心」「災害に強いまら」のあり方が問われています。

本市ではこの間、震災からの復興を最重要課題として市政に取り組み、「必ずや

復興を成し遂げる」という強い決意のもと、市民が一丸となって取り組むととも

に、多くの皆様のご支援ご協力をいただきながら復興への歩みを進めてきました。

復興後の新たなまらの姿を思い描きながら、宮古市中心市街地拠点施設整備事業

では、施設の全体を「地域防災拠点施設」（以下「拠点施設」）と位置つけて、防

災体制を築き、災害時に市民を守るための役割を最大限発揮する施設として整備を

進めています。

拠点施設は、

（D市民交流センター（仮称）（集い、学び、語らう、賑わい）

②市本庁舎（安全・安心な暮らしを支える）

③宮古保健センター（健康なまちつくりを支える）

の3つの役割を持ち、「宮古市自治基本条例、宮古市市民憲章」を拠りどころに、

市民が主役となり活動する、「津波防災都市宣言、いきいき健康都市宣言」のまら

にふさわしい拠点となることを目指します。

（2）地域防災拠点施設の概要

宮古市中心市街地拠点施設整備事業・基本計画（平成27年3月策定、以下「基本

計画」）における「地域防災拠点施設」の整備コンセプト及び機能イメージ、宮古市

中心市街地拠点施設建設・実施設計（平成28年9月、以下「実施設計」）でまとめ

た整備概要は、次のとおりです。

【整備コンセプト】

「地域防災拠点施設」は、市内各地区の防災・災害対策拠点と機能分担を図りなが

ら、中枢的な役割を担う施設とします。

「地域防災拠点施設」は、「市民交流センター（仮称）＝防災・地域活力創出拠点施

設」「市本庁舎」「保健センター」で構成します。

各施設は、日常的には「市民が主役」となる場として、また、防災体制の構築や

諸活動のほか、災害時には市民を守るための機能を最大限発揮する施設として、次

の基本的な考え方に基づいて整備します。

≪目指すまらの姿≫ 

『宮古　みんなが　やすらぐ　このまら　みやこ 
～「参画と協働により、市民自らが“安全・安心な暮らじ’を実現するまら」』 
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≪地域防災拠点施設の役割≫

【平常時】

『歴史と自然に向き合い、新たな未来へ踏み出す、学びと交流と連携の場』として

（か過去の災害の教訓を伝え、防災力や減災力を高める学びと体験の揚

②幅広い市民の活動や交流を促し、賑わいを創出する場

③多様な市民ニーズに応え、きめ細やかなサービスを提供し、様々な情報を

効果的に収集・発信する場

【災害時】

『市民の安全・安心な暮らしを支える地域防災の場』として

（D迅速かつ的確な対応を可能にする、災害対策本部の機能を有する拠点

②ライフラインの代替設備を保持し、一時避難者の受入機能を有する拠点

③被災者の支援活動や、物資の保管及び集配機能などを有する拠点

≪地域防災拠点施設の基本理念≫ 

1．市民の安全・安心な暮らしを支え、「災害に強いまち」の中心となる施設 

2．市民の活動・交流の拠点となり、市街地に賑わいをもたらす施設 

3．便利でわかりやすい、親しみのある施設 

4．地球環境に配慮した施設 

【機能イメージ】

≪各施設の機能≫

（1）市民交流センター（仮称）　～集い、学び、語らう、賑わいの拠点′〉

災害伝承・防災学習の場、様々な市民活動を支援する交流・活動の場であり、

災害時には一時避難者の受入・被災者支援などの機能を有する施設とします。

（D災害伝承（災害史・伝承、防災・減災・・・災害に強いまらづくり）

②市民活動（市民活動、団体育成の支援・・・参画と協働のまらつくり）

③生涯学習（学習活動、人材育成の支援・・・学びと青みのまらづくり）

④市民福祉（生きがい、ふれあいの支援・・・誰もが支え合うまらつくり）

⑤情報提供（情報収集、情報発信の支援・・・魅力あふれるまらづくり）

（2）市本庁舎　′）安全・安心な暮らしを支える拠点′～

行政機能の集約・効率化により住民の利便性の向上を図るとともに、防災・

災害対策本部（管理・災害対応業務）機能として専用室を有する施設とします。

災害時に対応するため、ライフラインの代替設備などの機能を有する施設と

します。

市議会フロアは、日頃から、市民が気軽に訪れることができる開放的で親し

みやすい空間とします。

（3）保健センター　′〉健康まらづくりを支える拠点′～

被災前と同様の保健活動が行えるよう機能回復をし、さらに、保健・福祉・

介護の業務連携により利便性の向上を図り、市民の健康を支える中心的な施設

とします。災害時には、被災者支援や医療チーム等の活動支援の機能を有する

施設とします。
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【整備概要】（平成28年10月1日現在）

■建設地　　宮古市営町一丁目、南町、山口第一地割の各一部 

■敷地面積　約15，590ポ 

■主要用途　市民交流センター（仮称）、市本庁舎、保健センター 

1建築面積　約4，843nて 

■延床面積　約14，069ポ（防災広場を含む） 

■構造種別　鉄骨造／耐震構造 

■階数　　　地上6階 

■高さ　　　約27m 

■駐車場　　190台（来客用143、公用車47）、ほか駐輪場（約103台） 

■付属施設　避難通路（自由通路）、エントランスゲート（宮古駅側出入□） 

公用車車庫棟 



第2章　市民交流センター（仮称）の概要

（1）センターの目的・理念
－1．日的

市民交流センター（仮称）は、誰もが気軽に利用でき、市民力唱常的に集い、憩

える場として整備します。余暇を楽しみ、快適に利用できる環、様々な活動や情報

の活用を通して、「学び」、「交流する場」を目指します。

災害については、災害伝承・防災学習（「学ぶ・体験する・備える」）の場、様々

な市民活動を支援する交流・活動の場として、また、災害時には一時避難者の受入・

被災者支援などの機能を有する施設として整備します。

－2．理念

新たな交流と創造の拠点として、多くの人々が集い、そこに新たな交流が生まれ

る場、街なかの憩いの場、市民の活動や発表、鑑賞や学びの場とし、誰もが気軽に

有意義に活用できる開かれた施設として、市民を元気にします。

また、宮古の人・もの・文化などの地域資≡原を活かしつつ、世代や地域を越えた

交流によって、宮古ならではの新たな魅力を生み出し、創造的なアイデアや活動に

より、中心市街地への波及や本市を訪れる様々な人々にアピールします。

市民交流センター（仮称）は、上記の理念の下、次の5つの役割を担います。

～集い、学び、語らう、賑わいの拠点～

①　災害伝承（災害史・伝承、防災・減災・・・災害に強いまら）

②　市民活動（市民活動、団体育成の支援・・・参画と協働のまら）

③　生涯学習（学習活動、人材育成の支援・・・学びと青みのまう）

④　市民福祉（生きがい、ふれあいの支援・・・誰もが支え合うまら）

⑤　情報提供（情報収集、情報発信の支援・・・魅力あふれるまら）

そして、次のキー・コンセプトに基づき、活動を開始します。

あつまる
ヒト・モノ・コ

トが寄り集っ
てくる

つながる
と卜・モノ・コ

トの交流が生
まれる

（2）センター事業の柱
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動き出す

▲

ひろがる
と卜・モノ・コ

トのまらの魅
力を発信する

あんしん
災害に学び防
災・減災で暮
らしを支える



（3）センターの配置イメージ

【1階】多様な情報を受発信し、魅力を伝える空間

駐車場から地域防災拠点施設の前面の防災広場を通り抜け、正面口から入ると、来

館者が行き交うメイン通路に沿って情報提供コーナーが左右に広がり、様々な情報

を得ることができます。

市本庁舎に隣接する交流プラザ（オープンスペース）は、来館者がくつろぎ語らう

交流の甥として賑わいます。その向かいには、防災展示学習ゾーンが広がり、東日本

大震災などの過去の災害史や復興の歩みを伝承し、市内の震災メモリアルスポット

（施設）などへの誘いとともに、将来に向かって減災の取り組みの重要性などを紹

介します。

フロア全体で、宮古の多様な魅力を伝え、地域防災拠点ならではのリアリティあふ

れる情報を体感できる仕組みです。また、市民活動や生涯学習を応援するため、研修

会議室や視聴覚OA室を備えます。

〈平常時〉

災害伝承（防災展示学習ソーンほか）、情報受発信（情報提供コーナー）

市民活動・生涯学習（研修会議室、視聴覚OA室）、市民福祉（交流プラザ）

く災害時〉

災害対応（防災備蓄倉庫、機材倉庫、防災広場、平常時利用の話室）

（1階フロアの平面配置図）
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（1階フロアの内観イメージ）
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【2階】自由な活動を受けとめ、賑わいを誘発する空間

駐車場からの来館者は、1階から階段やエレベーターでアクセスします。宮古駅の

南北を結ぶ自由通路は、センターの2階フロアに直接つながり、来館者のスムーズ

な往来を促し、センター内の動線と一体となって賑わいが生まれる仕組みです。

天井や周歯からの自然採光やガラス越しに見える空間が、来館者へ開放感をもた

らし、軽運動スタジオ・和室・創作活動室で繰り広げられる市民活動や生涯学習への

関心を高めます。

多目的ホールでは様々な集会・会議が催され、防音設備のある音楽スタジオでは思

う存分演奏などを楽しむことができます。子育て世代の壕となる子ともふれあいコ
ーナーや、来館者がくつろぎ語らうふれあいカフェを備え、賑わいが生まれる空間

を創ります。

く平常時〉

市民活動・生涯学習（多目的ホール、軽運動スタジオ、音楽スタジオ、和室、創

作活動室ほか）、市民福祉（子ともふれあいコーナー、ふれあいカフェ）

〈災害時〉

災害対応・避難者支援（平常時利用の諸室）

（2階フロアの平面配置図）
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（2階フロアの内観イメージ）

創作活動室

軽運動スタジオ



第3章　市民交流センター（仮称）の活用計画

（1）出会い賑わいの場提供事業

気軽な立ち寄り、まちの憩いや集い、出会いや賑わい、そして地域の“ひと・もの・

こど’に触れることができる場を提供します。

室・スペース名 �活用イメージ 

防災展示学習ソーン �東日本大震災などの災害の歴史や復興の歩み、自然の 脅威（津波・洪水・火災・台風など）、災害への備え、 
メモリアルスポット（施設）の案内、企画展示　ほか 

交流プラザ （オープンスペース） �市役所の用事の待合、談話や待ち合わせ、読書や勉強、 
ランチタイムミニコンサート、中高生による模擬店、団 

体やグループ等の展示発表　ほか 

情報提供コーナー �各種情報の掲示（市政情報・イベント情報・市民サーク ルのメンバー募集など）、公共交通機関の時刻表の掲 

載、観光ポスターやチラシなどの掲示　ほか 

子ともふれあいコーナー �保健センターの用事の待合、親子や3世代家族の憩い、 木育（遊具）、絵本の読み聞かせや紙芝居、育児教室、 

おむつ交換や授乳、各種教室に伴う託児　ほか 

ふれあいカフェ �軽飲食、談話や待ち合わせ、子ともふれあいコーナーの 
保護者の休憩、読書　ほか 

※自由開放による一般利用のほか、企画利用も可能

（2）市民活動サポート貸館事業

ホールやスタジオ、各種活動室や会議室など、さまざまな機能を持ったスペースを

貸し出すなど、多様な市民活動のサポートを行います。

室・スペース名 �活用イメージ 

多目的ホール �総会や会議、講演会や研修会、展示会や映写会、防災救急体験 イベント、文化活動（絵画・写真・書道）の発表、軽音楽コン 

サート、郷土芸能やタンスの発表　ほか 

音楽スタジオ �楽器や歌唱の練習（旧人・団体、和楽器・洋楽器）やリハーサ 
ル、録音や編集　ほか 

軽運動スタジオ �エクササイズ教室・ヨガ教室・タンス教室、介護予防運動、レ 
クリエーション（スポーツチャンバラなど）　ほか 

和室 �茶華道教室、日本舞踊、着付け教室、詩吟（俳句、短歌）、囲 
碁・将棋、談話や集会、イベント時の更衣室や控室　ほか 

創作活動室 �創作体験（紙細工、粘土細工、ドライフラワー）、夏・冬休み工 
作教室（子とも向け体験）　ほか 

研修会議室 �市民活動団体の会議、講演会や研修会、説明会やセミナー、自治 

視聴覚OA室 �会などの集会、企業などの会議、視察の対応　ほか 
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第4章　市民交流センター（仮称）の管理運営

（1）施設管理部門

市民交流センター（以下「センター」という）の管理については、「市直営」や「指

定管理」（地自法第244条の2第3項）の方法がありますが、「地域防災拠点施設」

は3施設（市民交流センター、市本庁舎、保健センター）の複合であり、機械設備の

諸室や機能を共用することからで、維持管理を効率的かつ効果的に行うため、市によ

る一体的な管理を基本として検討します。

※資料3　管理運営方式の比較

（2）企画運営部門

センターの運営（企画を含む）については、「市直営」、「外部業務委託」や「指定管

理」（地自法第244条の2第3項）の方法がありますが、例えば貸室や「防災展示

学習ゾーン」、「ふれあいカフェ」などの諸室スペースについて、その運営方法や業務

範囲の諸条件を整理しながら、供用開始時における運営方法（主体）のあり方につい

て検討します。

※資料4　施設管理・企画運営の機能分担イメージ園

他自治体等の複合施設

施設名 �設置者 �施設機能 �管理 �運営 

いわて県民情報交流 �岩手県 �活動交流 �指定 �主として施設を指定管理者が菅 

センター「アイーナ」 ��情報交流 �管理 �理、テナントは各団体等が運営 

官民複合施設 �オガール �官民複合 �民間 �部門（テナント）毎に、町を含む 
「オガールプラザ」 �紫波㈱ ���事業者等が入居（公民連携事業） 

ハ戸ポータルミュー �ハ戸市 �中心市街 �直営 �まちづくり文化スポーツ観光部 

ジアム「はっら」 ��地地域観 ��所管、一部は各団体等が運営 

光交流 ��テナント入居あり 

市民交流プラザ �十和田市 �市民交流 �直営 �まらつくり支援課市民活動支援 
「トウーレ」 ��市民活動 ��係所管、一部は各回体等が運営 

シティホールプラザ �長岡市 �市民協働 �委託 �委託先はNPO（本施設運営のた 

「アオーレ長岡」 ��市民交流 ��めに結成、市OBが管理職） 一部は各団体等が運営 

釜石情報交流 �釜石市 �情報発信 �指定 �主として施設を指定管理者が管 

センター ��市民交流 �管理 �理、一部室をNPOと命名権契約 し運営協力も得る 

矢巾町活動交流セン �矢幅駅前 �市民交流 �民間 �図書センター、子育て世代活動支 

ター「やはば－く」 �開発㈱ �市民活動 ��援センターは、指定管理者の構成 員であるNPOが運営 

※資料5　他自治体等の複合施設
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（3）企画運営部門の運営方針

ここでは、センターの企画運営部門の運営方式について、現段階で想定できる範

囲での基本的な考え方を示します。詳細については、今後この基本的な考え方に沿

って具体的に検討を進めるものとします。

なお、センターの供用開始後も、運営の実態にあわせて柔軟に対応していくこと

とします。

－1．運営の基本的な考え方

センターは、次の3つの基本的な考え方に基づいた運営を日指します。また、セ

ンターの供用開始後も市民サービスの向上や行政の効率化などの観点から、不断

に見直しを行いながら適正な運営に努めます。

（D市民との協働による運営

センターの運営にあたっては、運営者（市）、利用者、アドバイザーなどが

集まって施設のルールつくりなどを話し合う場を設けるとともに、事業の企画

や運営などに積極的に市民や市民活動団体などの力を活用し、市民との協働に

よる運営を目指します。

②複合施設の効果を最大限に活かす運営

センターは、市庁舎と保健センターとの複合施設ですが、近隣の公共施設

（市立図書館、駅前観光案内所）等と併せて、複数の機能と連携・融合し、こ

れまで、単独ではできなかった分野を補完し合うなど、複合化・近接化のメリ

ットを最大限発揮できる運営を目指します。

このことによって、交流やネットワークが生み出され、新たな取り組みを創

造・発信するとともに、より集客力の高い施設として、まらなかに賑わいを創

り出します。

（謬効率的・効果的な運営

民間に委託可能な業務については、できる限り委託するなど、効率的な運営

に努めます。また、市の他の公共施設との連携や役割分担を図り、効率的・効

果的な利用を図っていきます。

－2．運営体制

－3．組織体制

－4．人員配置
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ー5．利用者サービス

センターの管理については、利用者の利便性と安全性を確保するとともに、維

持管理にかかる諸経費が必要以上に増加しないように配慮します。また、施設利

用上の禁止事項や運営ルールについては、市の他の公共施設や他日5台体の類似施

設を参考に、具体的に検討します。

①開館日・開館時間

センターには、多様な機能が導入されることから、運営の基本的な考え方であ

る「機能の連携・融合」や「効率的・効果的な運営」を実現するために、開館日

や開館時闇はできる限り他施設と整合をとる方向で検討します。ただし、施設の

維持管理、ランニングコスト、セキュリティー、利用者のニーズなどの観点か

ら、開館日・開館時間を区分することも想定されます。

また、宮古駅の南北を結ぶ「避難通路（自由通路）」がセンター（2階）に直

接アクセスすることや、駐車場のゲート管理化に伴って、センターの開館時間内

と時間外における対応について、検討する必要があります。

○センター全体の開館田

方針検討（案） 
・市庁舎及び保健センターの開庁日は、開館日とします。 

・年末年始（12／29～1／3）は、休館日とする方向で検討します。 

・施設設備の保守点検（メンテナンス）の場合は、臨時休館として対応 

する方向で検討します。 
・その他、必要と認める場合は、臨時に、開館あるいは休舘できること 

について検討します。 

○センター全体の開館時間

方針検討（案） 
・開館時間は、午前●時から午後●時までの方向で検討します。 

・その他、必要と認める場合は、臨時に、開館時間を変更できることに 

ついて検討します。 

＜参考：市内公共施設の休館日・開館時間～各施設条例、施行規則等により作成＞

施設名 �休館日 （年末年始は、 12／29～1／3） �開館時間 

平日 �土曜・日曜・祝田 

中央公民館 �月曜日、年末年始 �9：00～21：00 �9：00～21：00 

田老公民館 �月曜日、年末年始 �9：00～21：00 �9：00′、ノ21：00 

山口公民館 �月曜日、年末年始 �9：00（ノ21：○○ �9二〇〇～21：00 

千徳公民館 �月曜日、年末年始 �9：00′～21：00 �9：00～21：00 

16



新里生涯学習センター �月曜日、年末年始 �9：00′）21：00 �9：00～21：00 

市立図書館 �月曜日、年末年始 �水曜～土曜 �田曜・火曜・休日 

3／21′～31 �9：00′）19：00 �9：00′）17：00 

市民文化会館 �月曜日、年末年始 �9：00′）21：30 �9：00′）21：30 

勤労青少年ホーム �年末年始 �9：00～21：00 �10：00′）17：00 

勤労青少年体育センター �年末年始 �13：00～21：00 �9：00′・〉17：00 

男女共生推進センター �年末年始 �9：00～21：00 �9：00′〉17：00 

総合福祉センター �祝日、年末年始 �9：00′）21：00 �土曜12：00へノ21：00 日曜9：00′～17：00 

市民総合体育館 �月曜日、年末年始 �火曜～土曜 9：00′〉21二〇〇 �日曜・休日 9：00′）17：00 

広域総合交流促進施設 （シートピアなあと） �なし �8：00～22：00 �8：00′）22：00 

＊必要と認める場合、臨時に休館又は開館することができる。

＊必要と認める場合、臨時に開館時間を変更することができる。

（参考）広Ⅰ或総合交流促進施設は、現在、9′）17時の開館時間となっている。

○避難通路（自由通路）

方針検討（案） 
・避難通路（自由通路）は、市道として管理し、24時間の開放を原則と 

します。 

②使用料（利用料金）

○貸館

貸館スペースについては、社会教育法に基づく公民館としてではなく、地方自

治法に基づく公共施設として位置つけします。

方針検討（案）
・使用料については、受益者負担の原則に立って有料とします。

・貸館（貸室）以外のスペース（防災展示学習ゾーン、交流プラザ、情

報提供コーナー、子どもふれあいコーナー、ふれあいカフェなど）

は、原則無料（予約・使用料は不要）としますが、市民活動団体や趣

味のサークル団体などが占用使用する場合の使用料のあり方について

検討が必要です。
・使用料の減免制度のあり方について検討します。

・冷暖房使用料の徴収の要否について検討します。

・団体利用と個人利用の場合の使用料について、検討が必要です。

・使用料を時間単位とするか、時間帯単位とするか、検討が必要です。

・使用日（平日、休日、祝日）に応じた使用料設定とするか、検討が必
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要です。 
・営業や宣伝利用の可否について検討します。利用を可とする場合、使 

用料や利用規定を定めることが必要となります。 
・使用申込の方法について規定することが必要です。 

方針検討（案） 
・ふれあいカフェについては、他自治体の類似施設などを参考にしなが 

ら社会福祉団体に委託することにより、降がい者の就労訓練の場等と 

して運用していくことを検討します。 

③利用登録者情報提供システム

希望する個人・団体などを対象に利用者登録を促し、登録者向けに情報提供サー

ビスを行い、センターの利用促進やネットワークづくりを支援します。

④駐車場・駐輪場

駐車場及び駐輪場については、市本庁舎・保健センターと共用することになり

ます。駐車場の出入口には自動ゲートを設けて、長時間あるいは目的外駐車を抑

制して施設に御用のある方の優先利用を促します。駐車料金は、有料となります

が、利用者の利便性などを考慮し、一定の所要時間内を無料とする方向で検討し

ます。

駐輪場については、無料としますが、長期の駐輪や放置が無いように管理する

必要があります。

方針検討（案） 

駐車料金について、 
・市本庁舎及び保健センターの窓口手続きの来庁者は、●時間（●分） 

まで無料とする方向で検討します。 
・保健センターの健診等の来庁者や、市民交流センター（仮称）の利用 

者は、所要時間が長くなる場合がありますので、その対応について検 

討が必要です。 

⑤危機管理

センターは、誰もが気軽に利用できますので、不特定多数の利用が想定される

ことから、防火、防災、防犯などへ十分に配慮します。

○防火・防災
・関係法令に基づき防火管理者等を選任します。

・関係法令に基づき定期点検及び報告を実施します。

・関係法令に基づき定期的な訓練（通幸臥　初期消火、避難誘導）を実施します。
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○警備・防犯
・開館時間内は有人警備、閉長官時は機械警備を原則とします。

・防犯は、監視カメラによって対応します。なお、監視カメラについては、その

有用性とプライバシー保護との調和に配慮します。
・火災、設備の監視は感知センサーで対応します。

○情報セキュリティー
・行政情報に関しては、宮古市行政情報セキュリティポリシーに基づいて、特に

個人情報の保護を徹底します。
・センター内に整備予定の公衆無線LAN（Wi－Fi）及び来館者の持込パソコンか

らのインターネット接続のルール化（場所、時間、内容の制限など）を図りま

す。

⑥その他

○コピー機の取り扱い

コピー機については、市民の利便性確保や市民活動等を支援するため、センタ
ー内に設置し、セルフ化を図ります。

○飲食・喫煙・ごみの取り扱い
・誘客力を高めるため、センター内の軽飲食については基本的に可能とし、飲食

可能なスペースの区分については今後具体的に検討します。また、センター内

は禁煙とします。屋外に喫煙ルームを設置して分煙化を図ります。
・ごみは原則持ち帰りとします。

※資料6　公共施設等の運営状況（市内）

※資料7　公共施設等の運営状況（市外）

※資料8　宮古市営駐車場料金一覧表

※資料9　公共交通機関の運行状況

－6．維持管理経費

○貸館の使用料など、規定に基づく収入を確保します。

○省エネルギー化の設備を導入しますが、水道光熱費等の経費については、供用開

始後の使用量や経費の推移を分析し、縮減に努めます。

第5章　今後の取り組みと諸課題

（1）配慮すべき事項

（2）市民に親しまれる施設とするために
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宮古市中心市街地拠点施設整備事業「市民交流センター（仮称）」
活用計画・管理運営方針（案）

平成　　年　　月　　日　策定
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資料1　市民交流センター（仮称）の話室一覧

資　料　編

資料1　市民交流センター（仮称）の諸室一覧

資料　2　こんな過ごし方′）それぞれの1日へノ

資料　3　指定管理者制度と業務委託の比較

資料　4　施設管理・企画運営の機能分担イメージ図

資料　5　他自治体等の先行整備施設（複合施設）

資料　6　公共施設等の運営状況（市内）

資料　7　公共施設等の運営状況（市外）

資料　8　宮古市営駐車場料金一覧表

資料　9　公共交通機関の運行状況

津波防災拠点施設・津波復興拠点支援施設 
平常時機能 �諸室構成 �面積（nて） �災害時機能 

市民活動・ 交流 �多目的ホール �323．11 �一時避難機能 

視聴覚OA室（防災学習室兼用） �68．40 �一時避難機能 

音楽スタジオ �84．08 �一時避難機能 

軽運動スタジオ �205．58 �一時避難機能 

和室（救助措置訓練室兼用） �96．64 �一時避難機能 

創作活動室 �96．48 �一時避難機能 

交流広場 ①交流プラザ（オープンスペース） （交流・学習・軽飲食） �753．76 （424．86） �被災者支援機能 

②情報提供コーナー（国際交流サロ ンなど） �（150．00） �被災者支援機能 

③子ともふれあいコーナー（授乳 室、おむつ蓄え室など） �（124，55） �福祉避難機能 

④ふれあいカフェ �（54．35） �被災者支援機能 

研修会議室（貸室） �145．77 �一時避難機能（75．00） 福祉避難機（70．77） 

災害伝承 �防災展示学習ソーン �214．77 �一時避難機能 

災害対策 �備蓄倉庫、非常用電源室、機材倉庫 �279．10 � 

管　理 �事務室、トイレ、給湯室、倉庫、機 械室、電気室、廊下、階段、E＞ホ ール �1，907．35 �（防災広場を除く）‾ 

合　計 � �4，175．04 � 

＊面積は、実施設計時点の概数
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資料3　管理運営方式の比較

指定管理者制度 �業務委託 

1．受託主体 �法人、その他団体 ※法人格は必ずしも必要では ない。ただし、個人は不可。 �限定はない。 ※議員、長についての兼業禁止 規定あり（地方自治法第92条 の2、142条） 

2．法的性格 �「管理代行」 指定（行政処分の一種）により、 公の施設の管理権限を指定を �「私法上の契約関係」 受けたものに委任。 指定処分は請負契約と異なる ため入札手続きの対象となら ない。 �契約に基づく個別の事務又は 業務の執行の委託 

3．公の施設の管理権限 �指定管理者が有する ※「管理の基準」「業務の範囲」 は、条例で定めることが必要。 �設置者たる地方公共団体が有 する。 

（1）施設の使用許可等 �指定管理者が行うことができ る。 �受託者はできない。 

（2）管理の基準及び業務の 範囲の規程方法 �条例で定める。 �契約で定める。 

（3）指定管理者（受託者） �施設ごとに、議会の議決を経て �議会の議決は不要。 

の決定 �決定。 

（4）指定管理者（受託者） �施設ごとに、議会の議決を経て �施設ごとに契約で定める。 

に管理を行わせる期間 �決定。 

（5）基本的な利用条件の設 �地方公共団体 （指定管理者はできない。） �地方公共団体 

（受託者はできない。） 疋 �※条例で定めることが必要。 

4．公の施設の設置者として の責任 �地方公共団体 �地方公共団体 

（1）利用者に損害を与えた �地方公共団体にも責任が生じ �地方公共団体にも責任が生じ 

場合 �る場合がある。 �る場合がある。 

5．利用料金制度 �採用することができる。 ※条例で定める範囲内で料金 設定が可能。 �採用することはできない 

※「利用料金制度」：施設における利用料金収入を指定管理者が自らの収入とする制度

※利用料金と使用料の違い

施設を利用した場合、一般的には利用者が「使用料」を支払い、そのお金は直接市に入る

ことになります。これは、市民総合体育館や総合福祉センターのように管理委託をしている

場合でも同様です。しかし、地方自治法第224条の2の規定（指定管理者制度）により受

託者に収受させる場合は「利用料金」と呼び方が変わります。
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資料4　施設管理・企画運営の機能分担イメージ図

健

（健康課、窓口など） 

・行政サービス（事務事業） 

・その他 

・駐車場、駐輪場 

・植栽 

・その他 

【本館】（各部署、窓口など） 
・行政サービス（事務事業） 

・議会 

・その他 

【別館（公用車棟）】 
・運転手詰所 

■職員生協、職員組合 

・喫煙ルーム 

・広告塔、掲揚台　′ 

・その他 

（関係各部署） 

・災害伝承、市民活動、生涯学習、市民福祉、情報提供 

【総務情報部門】

〈定型的業務〉

・総務、経理

・情報提供、広報

・貸館（貸室管理）

＊受付案内・放送

業務

＊ふれあいカフェ

業務

【自主企画部門】

〈企画運営業務〉

・各種企画運営

市民活動支援

生涯学習支援

市民福祉支援

＊健康増進支援

【専門企画部門】

〈専門的業務〉

・各種企画運営

災害史の伝承

被災記録の伝承

防災・減災活動

復興の軌跡

＊防災学習展示

ゾーン業務

′一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■「．一‾‾…‾‾‾‾‾‾－■叫一一一一一一一一一、－－一、－、ヽ

曽理運営方式の検肘が必賽　　）、一、－、一一一一一一　　　　　　　　　一一一一一一一一一一一一一′

・通路

・エントランスゲート

・防災備蓄、機材倉庫

・非常用電源発電機等

（自家発電、太陽光発電）

・備蓄オイルタンク

・その他

3施設の維持管理業務＝機械設備等を共用していることから、一体としてコスト縮減のため、現行と同様に「市の直接管理」とする。 

（ただし、直接管理の形態として、業務の専門性や効率性を考慮して「維持管理業務の総合外部委託」について検討していく予定） 

通常業務（修繕等）：直接管理　→　財政課（建物、外構施設、共用施設、防災関連施設）、危機管理課（防災関連施設の一部） 

専門的業務（法令に基づく保守等）：外部委託　→　財政課 
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資料5　他自治体等の複合施設

施設名称 ��所在地 �有する諸室（機能）（○直営（指定管理者の管理を含む）、●外部委託運営（テナント入居）） 
多目的 ホール �音楽 スタジオ �軽運動 スタジオ �調理 スタジオ �和　室 �創作 活動室 �子育て 支援 �（福祉） カフェ �市民交流・市民協働・福祉支援 �����その他 

高齢者 支援 �陣がい者 支援 �市県民 活動室 �国際 交流 �情報 提供 

＊ �市民交流センター（仮称） �宮古市 �【］ �口 �□ � �口 �口 �ロ �口 �田（機能として活用可能） ����【コ �防災展示学習ゾーン 研修会議室 視聴覚OA室 

1 �いわて県民情報交流センター「アイーナ」 �盛岡市 �○ �○ �○ �○ �○ � �● �● �● �● �● �● �● �●図書館 ●運転免許C 

2 �官民複合施設「オガールプラザ」（民営） �紫波町 �● �● � �●・ � �● �● � � � �○ �　● （市民スタジオ） ��●図書館 ●産直ほか 

3 �八戸ポータルミュージアム「はっち」 �八戸市 �○ �○ � �○ �○ �○ �● � � � �一〇・ � �○ �シアター ギャラリー 

4 �市民交流プラザ「トワーレ」 �十和田市 �○ � � �○ �○ � �○ � � � �○ � �○ �●社協、●老連 　展示室 

5 �シティーホールプラザ「アオーレ長岡」 �長岡市 �○ �○ �○ �○ � � �○ �● �○（市民協働センター） �����シアター 防災学習 

6 �釜石情報交流センター �釜石市 �○ 命名権 契約 �○ � � � � � �● � � �○ � �○ �ワークスペース スタディコーナー 

7 �矢巾町活動交流センター「やはば－く」 �矢巾町 �d �○ �○ �○ � � �○ �○ � � �○ � �○ �2F：図書センター 3F：子育て世代活動 支援センター 
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資料6－①　公共施設等の運営状況（市内）

施設名称 �開館時間 �休館日 �使用申込 （予約）時期 �使用料 （利用料金） �使用料 免除 �駐車場 利用時間 �駐車料金 �備考 

市民文化会館 （指定管理） �9：00～21：30 �　月曜日 12月29日～1月3日 （臨時休館あり） �6ケ月前～14日前 �別紙参照 �あり �開館時間 �無料 � 

公民館 （直営） �9：00■〉21：00 �　月曜日 12月29日～1月3日 （臨時休館あり） �前日まで �別紙参照 �あり �開館時間 �無料 � 

勤労青少年ホーム �9：00へ′21：00 �12月29日～1月3日 �利用登録団体： 　6ケ月前 �別紙参照 �あり �開館時間 �無料 �※1：土日祝は10：00～17：00 （ただし、体育センターは平日 
（指定管理） �※1 �（臨時休館あり） �登録外団体： 2ケ月前 �����が13：00～21：00、土日祝は 9：00～17：00） 

広域総合交流促進施設 （シートピアなあど） （指定管理） �8：00～22：00 �　なし （臨時休館あり） �利用日の3ケ月前 の日の属する月の 　初日 �別紙参照 �あり �24時間開放 �無料 �道の駅みやこ 

総合福祉センター �9：00へ′21：00 �　祝日 12月29日～31日 �3ケ月前～5日前 �別紙参照 �あり �開館時間 �無料 �※2：土曜日は12：00～21： 
（指定管理） �※2 �1月2日～3日 （臨時休館あり） ������00、日曜日は9：00～17：00 

市民総合体育館 （指定管理） �9：00′〉21：00 　※3 �　月曜日 12月29日～1月3日 （臨時休館あり） �6ケ月前～7日前 �別紙参照 � �開館時間 �無料 �※3：日曜日及び休日は9：00 ～17：00 

男女共生推進センター （直営） �9：00～21：00 　※4 �12月29日～1月3日 （臨時休館あり） �（規定なし） �■　なし � �開館時間 �無料 �※4：土日祝は9：00～17：00 

＜共通事項＞
①市長もしくは指定管理者が必要と判断した場合（指定管理者の場合、判断した上で市長の承認を得る場合もある）、休館日の設定・変更、開館時間の設定、
臨時開館等を行うことができる。
②開館時間＝利用時間とし、準備や後片付けを含む。
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資料6－②　公共施設等の運営状況（市内）

施設名称 �使用料免除の事由別減免割合など 
市主催の行事 �市共催の行事 �幼稚園等りJ＼ 中学校・養護 学校の行事 �高校t市内各 種学校の行事 �市内の芸術文 化・社会教育 団体、社会福 祉法人・団体 の芸術文化振 興や市民福祉 増進 �青年・婦人・少 年団体、 PTA、文化団 体その他の社 会教育団体の 社会教育活動 �教育委員会又 は公民館と共 催し、若しくは これらの後援 を受けて実施 する事業 �公益を目的と して利用する 場合 �小中学校の児 童生徒対象と する健全育 成・体力向上 を目的とする 団体 �市民登録の15 歳未満、高 校・各種学校・ 大学生の個人 利用 �公益上特別の 理由があると 認める場合 

市民文化会館 （指定管理） �全額 �5割 �全柘 �5割 �5割 �－ �－ �－ �－ �－ �－ 

公民館 （直営） �－ �－ �－ �－ �－ �全部又は一部 �全部又は一部 �全部又は一部 �－ �－ �－ 

勤労青少年ホーム （指定管理） �全額 �－ �全額 （幼稚園等を 除く） �　5割 （大学を含む） �－ �－ �－ �－ �5割 �全額 �－ 

広域総合交流促進施設 （シートピアなあど） （指定管理） �全額 �全額 �5割 �5割 �5割 �－ �－ �－ �－ �－ �全部又は一部 

総合福祉センター （指定管理） �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �全部又は一部 （災害等によ り納付が困難 な場合） 

市民総合体育館 （指定管理） �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �全部又は一部 （災害等によ り納付が困難 な場合） 

男女共生推進センター （直営） �使用料なし 
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資料6－③　公共施設等の運営状況（市内）

施設名称 �使用料算定の時間区分 ��使用料の区別 ���その他 
1時間あたり �時間帯 �曜日、利用者、目的等 　による �入場料徴収 の有無による �営業・宣伝 利用の場合 �冷暖房費の加算 �個人利用料金 �個人利用への配慮 �その他 

市民文化会館 �－ �9：00′・′12：00 13：0亡卜一17：00 17：30・、′21：30 �土日祝日 �○ �　4倍 （展示室、会 �1時間あたり加算 （大ホール・中ホー ル、展示室） 使用料の50％ （上記以外） � �－ �附属設備の使用 料有り 
（指定管理） ��9：00へ′17：00 13：00～21：30 9：00～21：30 �その他の日 ��議室、多目的 研修室） ����超過・繰上の場合 は加算有り 

公民館 （直営） �－ �9：00へ■12：00 12：00へ′17：00 17：00・－21：00 �－ �－ �－ �使用料の30／100 （10円未満切捨） �－ �－ �冷暖房費有り ・中央公民館 ・山口公民館 

勤労青少年ホーム （指定管理） �0 9：00～17：00 17：00～21：00 �－ �－ �－ �－ �暖房器具1個につき 200円／時間 �1回の入館 1月の利用 6月の利用 �市民登録の15歳未 満、高校・各種学 校・大学生は 全額免除 �－ 

広域総合交流促進施設 （シートピアなあど） （指定管理） �－ �9：00～12：00 12：00～17：00 17：00－22：00 �－ �1．5倍 （研修ホー ル、体験学習 室） �1．5倍 （研修ホー ル、体験学習 室） �－ �ー �－ �超過・繰上の場合 は加算有り 

総合福祉センター （指定管理） �－ �9：00～12：00 12：00～17：00 17：00一一21：00 �－ �■1，5倍 �1．5倍 �－ �1人1回あたり 左記時間帯ごと �－ �超過・繰上の場合 は加算有り 個人利用 ・健やかホール ・機能訓練室 

市民総合体育館 �　0 9：00～13：00 �－ �アマチュアスポーツ その他使用の1／2 �　2倍 （メインアリー �　2倍 （メインアリー �1時間あたり 冷房：50～100円 暖房：100～150円 �普通使用料 �一般使用と比較し 小中学校児童生徒 �冷暖房費は 専用利用の場合 のみ 
（指定管理） �13：00－17：00 17：00～21：00 ��小学生等児童生徒 一般使用の1／2 �ナ、多目的体 育室） �ナ、多目的体 育室） ��回数使用料 �1／3 高校生1／2 

男女共生推進センター （直営） �使用料なし・ 
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資料7－（手　公共施設等の運営状況（市外）

施設名称 �開館時間 �休館日 �利用申込時期 �利用料金 �駐車場利用時間 �駐車料金 �備考 

八戸ポータルミュージアム 「はっち」 （八戸市・直営） �9：00～21：00 　※1 �毎月第2火曜日 12月31日及び1月1日 　※2 �大スペース：10ケ 月前 小スペース：3ケ月 前 �別紙 参照 �一般来場者用の駐車場はない ��※1：こどもはっち9：30～ 16：30（12月30日、1月2 日、3日は10：00～18：00） ※2：こどもはっち12月29 日～1月1日休館 

市民交流プラザ「トワーレ」 （十和田市・直営） �9：00～21：00 �　年末年始 （12月29日～1月3日） �3ケ月前 （営利使用は2ケ 月前） ��8：00～22：00 �30分まで無料 30分～90分200円 90分超30分ごとに 100円加算※3 �※3：1日1回1，000円が上 限（駐車場70台、駐輪場 45台） 

シティーホールプラザ 「アオーレ長岡」 （新潟県長岡市・委託） �8：00～22：00 �年末年始 �利用日の3ケ月前 の日の属する月 の初日 ��7：00～23：00 �1時間まで無料 �※4：ただし、ナカドマや回 

※4 �（12月29日～1月3日） ���（地下駐車場） �通常30分100円 �遊テラスは24時間開放 

釜石情報交流センター （釜石市・指定管理） �9：00～22：00 �毎月第3木曜日 　年末年始 （12月29日～1月3日） �利用日の6ケ月前 の日の属する月の 初日 ��－ �※5 �※5：大型車両専用あり（2 台、1時間200円） 

矢巾町活動交流センター 「やはば－く」 （矢巾町・指定管理） �9：00へ′21：00 �毎月第3水曜日 　年末年始 （12月29日～1月3日） �利用日の6ケ月前 の日の属する月の 初日 ��－ �－ � 

岩手県民情報交流センター 「アイーナ」 （盛岡市・指定管理） �9：00～21：30 �年末年始 �会議室等：利用日の6ケ 月前の日の属する月の 初日 ��－ �施設内P　無料 �※6：貸出施設の利用時 

※6 �（12月29日～1月3日） �その他：利用日の24ケ月 前の日の属する月の初 日 ���近隣市営P　有料 �間 

官民複合施設 「オガールプラザ」 （紫波町・民間） �10：00～21：30 �紫波町情報交流館 毎週月曜日 年末年始 �町民：利用日の4ケ月前 の日の属する月の初日 その他：利用日の3ケ月 前の日の属する月の初 日 ��－ �※7 �※7：通常駐車場86台、 パーク＆ライド方式（90分 無料）の駐車場あり（290 台） 

交流防災拠点施設 「アエルワ」 （徳島県阿波市■指定管理） �9：00～22：00 　※8 �毎週火曜日 12月29日～1月3日 �利用日の1年前の 日の属する月の初 日 ��－ �－ �※8：施設の利用がない場 合は午後6時まで 
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資料7－②　公共施設等の運営状況（市外）

施設名称 �使用料免除の事由別減免割合など 
市主催の行 �市共催の行 �小中学校・特 別支援学校 の行事 �幼稚園等・高 校・市内各種 �市が加入する 広域的な公共 �施設の管理 運営団体（指 定管理者を含 �災害その他緊 急やむを得な い事由により 応急施設とし て利用 �市民交流ス ペースを市内 に所在する社 会教育・社会 福祉団体、そ �市内に所在す る社会教育・ 社会福祉団 体、その他公 �身体障害者 手帳・精神障 害者保健福 祉手帳・戦傷 病者手帳・療 育手帳の交 付を受けてい る者（及びそ の介護者） �公益上特別 の理由がある と認める場合 

事 �事 ��学校・大学の 　行事 �団体が主催す る行事 �む）が施設の 設置目的で利 　用 ��の他公共的 団体が活動 成果の展示 発表の場とし て利用 �共的団体が 当該団体の 公共的業務 のために利用 

八戸ポータルミュージアム 「はっち」 （八戸市・直営） �全績 �全額 �全額 �5割 �－ �－ �－ �－ �－ �5割 �全額又は5割 

市民交流プラザ「トワーレ」 （十和田市・直営） �全額 �全額 �使用料は無料（スモールオフィスを除く）、入場料等を徴収又は営利目的利用の場合は減免しない。 

シティーホールプラザ 「アオーレ長岡J （新潟県長岡市・委託） �使用料は無料（アリーナを除く）、営利目的利用の場合は有料（市民交流ホール、ナカドマ等） ����������全額又は一部 

釜石情報交流センター （釜石市・指定管理） �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �全額 �－ 

矢巾町活動交流センター 「やはば－く」 （矢巾町・指定管理） �全額 �全額 �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �全額 �全銀 

岩手県民情報交流セン ター「アイーナ」 （盛岡市・指定管理） �－ �－ �－ �ー �－ �－ �－ �－ �－ �－ �全額又は一部 

官民複合施設‘ 「オガールプラザ」 （紫波町・民間） �－ �ー �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ 

交流防災拠点施設 「アエルワ」 （徳島県阿波市・指定管 理） �全額 �全額 �－ �－ �全額 �全額 �全額 �全銀 �5割 �－ �全額 
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資料7－③　公共施設等の運営状況（市外）

施設名称 �使用料算定の時間区分 ��使用料の区別 ���その他 
1時間あたり �時間帯 �曜日、利用者、目 的等による �入場料撤収 の有無による �営業・宣伝 利用の場合 �冷暖房費の加算 �個人利用 料金 �個人利用 への配慮 �その他 

八戸ポータルミュージアム �1時間あたり 音のスタジオ 調整室 � � �　0 1．1倍（～1．000円〉 �市民交流・文化創造・観光振興等 中心街の賑わい創出等の支援とな 　る展示・販売は無料 �－ � � �催物の準備・撤収等のみの場合は 半撃　ム 
「はっち」 （八戸市・直営） �共同キッチン 共同スタジオ レジデンス �1日～7日まで日単位の料金 　　設定あり ��1．2倍（1．001円～） 1．5倍（3．001円～） 2．0倍（5．001円～） �営業・宣伝は3倍（はっちひろば）又 は2倍（その他、シアター・ギャラリー 　　等） ����超過・繰上の場合は1時間あたり1，2 倍の額 各種貸出備品の使用料あり 

市民交流プラザrトワーレ」 �－ � � �　0 1．3倍（－500円） �　0 1．3倍（～500円） �基本料金の50％ � � �和室：午前・午後の占用使用が無 い時は一般開放 エントランスホール・プレイルーム・ 1．5倍（～1．000円） �1．5倍（－1．000円） �（7－9月、11－3月、他使用時） ���親子ふれあいスペースは通常は－ 
（十和田市・直営） ��スモールオフィスは1月単位 ��2．0倍（～2．000円） 3．0倍（2，000円～） �2．0倍（～2．000円） 3．0倍（2，000円～） �＊スモールオフィスを除く ���般開放（占用使用も可） キッチンスタジオ：調理設備は別途 使用料が必要 

シティーホールプラザ 「アオーレ長岡」 （新潟県長岡市・委託） �1時間あたり ナカドマ・ホウイエ・市 民交流ホールは無料 �－ � � �営利利用料金有り ナカドマは原則使用不可 �アリーナフロアは 1時間あたり5，000円 � � �備品使用料は無料 

釜石情報交流センター �1時間あたり � � � �　2倍超 A　澹－　ヽヽ◆ �－ � �スタディ ーコーナ �各種貸出備品の使用料あり、印刷 出力サービス料金有り ll （釜石市・指定管理） �ワークスペース・会議 室・市民スタジオ �多目的集会室・交流ラウンジ 　（貸切） ���（多目的集貰室・交流フウノソ（貸 　　切）） ���一・ラウン ジは無料 �＊多目的集会室の機材は利用料 金に含まれている 

矢巾町活動交流センター「や はば－くj （矢巾町・指定管理） �1時間あたり ■交流スペース・プロム ナードはポ単位（備品 机1台分） �－ � �2倍 �2倍 �－ � � �各種貸出備品の使用料あり 

山手県民情報交流センター �－ � �土祝日 �○ �ホールは5，000円以上、展示室は �－ � � �催物の準備・撤収等のみの場合は 
石′　JlL 「アイ－ナ」 �� ���1．000円以上の入場料を徴収する蟻 ����入場料を徴収しない場合の使用料 

（盛岡市・指定管理） �� �その他の日 ��合の使用料と同額 その他は3倍 ����の70％ 

官民複合施設 「オガールプラザj （紫波町・民間） �1時間あたり 市民スタジオは無料 �－ � �0 1．5倍 �0 3倍 �－ � � �各種貸出備品の使用料あり 

交流防災拠点施設 �－ � �平日 土日・休日 �　0 15倍（～1000円） �○ �基本料金の50％ � � �各種貸出備品の使用料あり 　　　　A 
「アエルワJ （徳島県阿波市・指定管理） �� �（アエルワホー 　ル） �2．0倍（～3．000円） 2．5倍（3．000円～） �1．5倍 ����超過・繰上の場口は1時間あたり1．3 倍の籠 
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資料8　宮古市営駐車場料金一覧表
平成18年9月　作成

時間 ��0：00 �1：00 �2：00 �3：00 �4：00 �5：00 �6：00 �7：00 �8：00 �9：00 �10：00 �11：00 ��12：00 �13：00 �14：00 �15：00 �16：00 �17：00 �18：00 �19：00 �20：00 �21：00 �22：00 �23：00 �0：00 

0 �00 � �100 �200 �300 �400 �500 �700 �900 �1，100 �1，300 �1，500 �1，700 ��1，900 �2，100 �2，300 �2，500 �2，700 �2，900 �3，100 �3，300 �3，500 �3，700 �3，900 �4，100 �4，200 

1 �00 � � �100 �200 �300 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 �1，600 ��1，800 �2，000 �2，200 �2，400 �2，600 �2，800 �3，000 �3，200 �3，400 �3，600 �3，800 �4，000 �4，100 

2 �00 � � � �100 �200 �300 �500 �700 �900 �1，100 �1，300 �1，500 ��1，700 �1，900 �2，100 �2，300 �2，500 �2，700 �2，900 �3，100 �3，300 �3，500 �3，700 �3，900 �4，000 

3 �00 � � � � �100 �200 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 ��1，600 �1，800 �2，000 �2，200 �2，400 �2，600 �2，800 �3，000 �3，200 �3，400 �3，600 �3，800 �3，900 

4 �00 � � � � � �100 �300 �500 �700 �900 �1，100 �1，300 ��1，500 �1，700 �1，900 �2，100 �2，300 �2，500 �2，700 �2，900 �3，100 �3，300 �3，500 �3，700 �3，800 

5 �00 � � � � � � �200 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 ��1，400 �1，600 �1，800 �2，000 �2，200 �2，400 �2，600 �2，800 �3，000 �3，200 �3，400 �3，600 �3，700 

6 �00 � � � � � � � �200 �400 �600 �800 �1，000 ��1，200 �1，400 �1，600 �1，800 �2，000 �2，200 �2，400 �2，600 �2，800 �3，000 �3，200 �3，400 �3，500 

7 �00 � � � � � � � � �200 �400 �600 �800 ��1，000 �1，200 �1，400 �1，600 �1，800 �2，000 �2，200 �2，400 �2，600 �2，800 �3，000 �3，200 �3，300 

8 �00 � � � � � � � � � �200 �400 �600 ��800 �1，000 �1，200 �1，400 �1，600 �1，800 �2，000 �2，200 �2，400 �2，600 �2，800 �3，000 �3，200 

9 �00 � � � � � � � � � � �200 �400 ��600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 �1，600 �1，800 �2，000 �2，200 �2，400 �2，600 �2，800 �3，000 

10 �00 � � � � � � � � � � � �200 ��400 �600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 �1，600 �1，800 �2，000 �2，200 �2，400 �2，600 �2，800 

11 �00 � � � � � � � � � � � � ��200 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 �1，600 �1，800 �2，000 �2，200 �2，400 �2，600 

12 �00 � � � � � � � � � � � � �� �200 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 �1，600 �1，800 �2，000 �2，200 �2，400 

13 �00 � � � � � � � � � � � � �� � �200 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 �1，600 �1，800 �2，000 �2，200 

14 �00 � � � � � � � � � � � � �� � � �200 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 �1，600 �1，800 �2，000 

15 �00 � � � � � � � � � � � � � � � � � �200 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 �1，600 �1，800 

16 �00 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �200 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 �1，600 

17 �00 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �200 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 �1，400 

18 �00 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �200 �400 �600 �800 �1，000 �1，200 

19 �00 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �200 �400 �600 �800 �1，000 

20 �00 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �200 �400 �600 �800 

21 �00 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �200 �400 �500 

22 �00 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �200 �300 

23 �00 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �100 

一般駐車料金 

駐車時間 �金　　額 
午前5時から午後11時まで �駐車時間30分までごとに100円 
午後11時から翌日午前5時まで �駐車時間30分までごとに50円 
備考1入場から出場までの駐車時間が30分以内の場合は、無料とする 

2　駐車時間が午前5時又は午後11時にまたがる場合に、そのまたがる30分以内の時間につき徴収する駐車料金は、
午前5時にまたがるときは50円、午後11時にまたがるときは100円とする。

定期駐車料金 
種　　類 �駐車時間 �金　　額 

全　　　　日 �午前0時から午後12時まで �1ケ月　10，000円 

昼　　　　間 �午前7時から午後7時まで �1ケ月　6，000円 
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資料9

Ⅰ．JR山田線

公共交通機関の運行状況

平成28年10月1日現在

盛岡方面（上り） �宮古 ��茂市 �川内 �盛岡 

始発 �5 �07 �－ �－ �7：17 

終電 �19 �28 �－ �20：24 � 

Ⅱ．三陸鉄道（北リアス線）

久慈方面（下り） �宮古 ��田野畑 �普代 �久慈 

始発 �6 �08 �－ �－ �7 �43 

終電 �20 �28 �ー �－ �22 �01 

宮古方面（上り） �久慈 ��普代 �田野畑 �宮古 

始発 �5 �13 �－ �－ �6 �49 

終電 �19 �31 �ー �－ �21 �09 

※JR宮古・釜石間が復旧し三陸鉄道に運営移管された場合（拠点施設の供用開始後）

の運行ダイヤは未定

Ⅲ．岩手県北バス

〔路線バス〕

●宮古駅発便（20：00以降、又は最終）

のりば、方面 �行先 �宮古駅発 

①岩泉 �樫内仮設住宅 �19 �30 

（∋山田 �船越駅前 �20 �40 

②石浜 �石浜 �17 �40 

（∋宮古病院 �宮古病院 �18 �30 

④田代 �宮園団地 �19 �30 

（9松山 �技術専門校 �17 �45 

（∋花輪・長沢 �長沢六組 �18 �30 

⑦和井内 �西ヶ丘三丁目 �20 �10 

●宮古駅着便（20：00以降、又は最終）

のりば、方面 �出発 �宮古駅着 

G）岩泉 �樫内仮設住宅 �20 �48 

（D岩泉 �グリーンピア三陸みやこ �21 �：14 

（∋山田 �荷竹農村公園 �20 �00 

（∋山田 �船越駅前 �20 �44 

②山田 �田の浜 �21 �31 

②山田 �船越駅前 �21 �34 

（∋石浜 �石浜 �19 �31 

③宮古病院 �宮古病院 �18 �42 

（彰田代 �宮園団地 �20 �02 

⑤松山 �技術専門校 �18 �19 

⑦花輪・長沢 �長沢六組 �19 �20 

（∋和井内 �西ヶ丘三丁目 �20 �39 

宮古 ��盛岡南 �浜松町 �品川 

東京方面 �21 �00 �→ �→ �6 �45 

宮古方面 �7 �25 �← �← �21 �40 
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